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研究成果の概要： 現代日本の都市像について、特徴的な歴史・文化的景観、象徴的な建築物や

眺望といった地域に特有で個別の理想の都市景観、また景観の個別要素としての高さ（の上

限）などを除くと、「現代日本の理想の都市像」と一般化できる都市像は特定できない。ま

た理想の都市像の認識が明示的な形で人々に意識されるのは、高層マンションや橋梁の建設

などによって、それが変化するような問題が生じはじめてからであることの方が圧倒的に多

い。このことから、日本人にとって一般的にいえる現代日本の理想の都市像というのは極め

て相対的なものであり、その都市像の正当性自体を論理的に主張するのは一般に難しいとい

える。それを前提に本研究ではいくつかの現代日本の都市像の典型を提供したが、それらが

理想といえるかどうかも各地区の状況や人々の選好、また状況の変化などに強く依存する。
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１．研究開始当初の背景
高層マンションと景観に関する問題が近

年、日本の各地、それも大都市だけでなく地
方農村の小都市でも頻発している。高層建築
に伴う問題は旧来からあるが、1990 年代後
半から推し進められた都市計画にかかる一
連の規制緩和（特定街区、総合設計制度、都
市再生緊急整備地域など）によって、問題の
事例は、非常に増える状況にある。また問題
の質的な側面も、日照や通風などといった個
人的な権利の侵害の問題から、景観を代表と

する都市像全体を問うものに発展している。
こうした問題に対して都市計画・建築計画

の分野では、個々の高層マンション問題の個
別事例において、古くから研究代表者が現地
に入り、また学会論文、報告書、シンポジウ
ムなどを通じて様々な解決策を提案してき
た。しかしこうした提案は大抵の場合、(1)
高層建築の全否定などに代表される非現実
的かつ感情的・扇動的なもの、(2)当該地域の
特殊な状況に対応した限定的な解決方法を
示したに過ぎないもの、(3)啓蒙的な提案（住
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民参加や欧州のまちづくりなど）を示すのみ
で具体性を欠いたもの、のいずれかであり、
広く日本の高層マンション問題全体を視野
に入れ、都市全体について建設的かつ発展的
な解決方法や解決に至るビジョンを示した
ものは見当たらない。

２．研究の目的
本研究では、以下の事項を明らかにしよう

と試みた。
(1)高層建築をめぐる諸研究の整理による「現

代日本の理想の都市像」の論点整理
(2)高層マンション問題の具体事例の調査・分

析による論点の具体化
(3)「現代日本の理想の都市像」の試案作成
(4)試案化された「現代日本の理想の都市像」

の検証
(5)「現代日本の理想の都市像」の提示とそれ

を実現する基本的な都市計画制度の提言

ただし後述のように、(2)を精査していく段
階で、本研究で可能な範囲でのアンケート調
査によっても「理想の都市像」が収斂されな
い可能性が高いと判断された。そのため、(4)
について、いくつかの視点から(3)の試案作成
よりも前にアンケート調査・ヒヤリング調査
によって定性的な内容を検証し、それをもっ
て試案作成を行うとともに、基本的な都市計
画制度への提言とするというプロセスとな
った。

３．研究の方法
上記「２．研究の目的」の(1)・(2)および

(4)において、都市像にかかる論点をあきら
かとするために、文献調査、ヒヤリング調査、
アンケート調査を行った。

(3)については、上記の各調査をベースに
試案の作成を専門家（デザイナー）に依頼し
た。

(5)については、それまでのすべての調
査・分析結果を基に自ら考察した。

４．研究成果
（１）理想の都市像を求める都市計画

本研究ではまず、現代日本の理想の都市像
について実証的な研究するための前提とし
て、日本において理想の都市像が求められて
いるのか、また求められているとすればどの
ような思想・背景があるか、またそれに対立
する事項は何かについて、主に都市計画の文
献レビューと有識者へのヒヤリングを踏ま
えて考察した。

その結果、とりわけ景観・都市像に大きな
影響を及ぼす都市計画制度の専門家が、経済
活動の効率を重んじる経済学の専門家との
対立の中で、自らの「理想の都市像」を設定
し、それらを適切なものとして主張するとい

うことがわかった。しかしながらこうした
「理想の都市像」には都市計画の専門家同士
での共通性はそれほど重視されていない。ま
たこうした都市像は、経済的な合理性がそれ
ほど強く考慮されないだけでなく、人々に認
識される「理想」としての論拠もそれほど重
視されないまま、専門家の権威とともに主張
される傾向が強いことがわかった。こうした
傾向は、とりわけ研究期間の前から議論にな
っていた容積率の設定における都市計画学
者と経済学者の論争において顕著に観察す
ることができた。

他方で、同時期に日本の多くの地域で高層
マンションの建設に伴う問題が生じた。これ
らの一部は、日照など個人的な権利侵害の問
題に加え、景観・都市像の破壊という問題を
主張する動きが、主に高層マンション建設に
反対する住民およびそれを支持する専門家
などから多く見られた。

こうした動きにおける都市像に関連する
主張の多くは、本研究が対象としている現代
日本の（ある程度共通の）都市像に照らした
ものではなく、その地域固有の理想の都市像
があってそれを保護しようとするもの（逆に
いえば、反対されている高層マンションなど
の建築物が日本の他の地区では必ずしも否
定されないことを含む主張）か、そうした都
市像も共有されていないが特定の否定的要
素（たとえば「非常識的に」高さの高い建物）
に対して反対するものであった。

（２）既存研究からみる日本の都市像
景観やその保護、また高層マンション問題

についての研究や報告は非常に多くあるが、
都市像に関する見解や主張のすべてはロー
カルな景観意識に照らしてのものであり、現
代日本という枠で、理想の都市像を一般化し
ようという試みをしようとしたものは見当
たらなかった。とりわけ個人の選好に大きく
影響されると考えられる「理想の都市像」に
ついて、多くの研究・報告は、それが地域住
民をはじめとする極めてローカルな（広くて
も例えば京都市のような都市レベルの）認識
の合意のもとで形成されるという前提で論
を進めていると考察された。

景観の保護などが大きな話題とならない
ような、一般的な街区の都市像の調査として
は、株式会社日本能率協会総合研究所が三大
都市圏のビジネス街、住宅街、鉄道沿線、繁
華街で行った『街のイメージ調査』（2005 年、
他）がある。しかしこれらの調査からも、現
代日本の理想の都市像として抽出できるも
のは浮かび上がらなかった。

（３）問題事例からみる都市像の理想と現実
理想の都市像の議論について、個別の事例

からどのような論争が繰り広げられたかに



ついて、個別の象徴的な事例を取り上げ、ヒ
ヤリング調査を行うことによって分析した。
分析にあたって取り上げる調査対象として、
研究期間中に進行する形で議論が続けられ
ていること、（日照などの個別具体の問題だ
けでなく）都市像・景観にかかる議論が主要
な論点の一つとして取り上げられているこ
と、などを条件として抽出した。結果として、
高層マンションにかかる問題ではない事例
も含めて調査することになり、東京都国立市、
神奈川県真鶴町などの高層マンション問題
の他、広島県福山市鞆の連絡橋建設問題、海
外の比較事例としてドイツ・ドレスデンのエ
ルベ川橋梁問題なども詳しく取り上げて分
析した。

その結果について要点を示すと、以下の通
りである。
(1)歴史・文化的な景観で、かつ象徴的な景

観（特定の建築物、特定の地点からの眺望
など）は、地域の守るべき理想の都市像と
して強く意識される傾向がある。

(2)都市像ではないが、多くの地域で高さの
上限が地域の個性・理想として認識される
傾向がある。逆にいえば、高さ以外の多く
の要素は特に認識されていない場合が多
い。

(3)上記のような理想の認識が明示的な形で
人々に意識されるのは、高層マンションや
橋梁の建設など、それが変化するような問
題が生じはじめてからであることの方が
多い。したがって、それが本来的に理想の
都市像として認識されていたのか、あるい
は変化を防ぐための論拠として（のみ）提
示されているのかを判定するのは極めて
難しい。

(4)上記のような特定の建築物、景観、性質
（高さなど）のみによる都市や景観の認識
は、極めて地域的・個別的なものであり、
日本の一般的な理想の都市像の認識とは
いえないものが多い。

上記(3)・(4)のような困難さに対して、(1)
に示したような特段の地域性も認められず、
また高層マンションなどの問題を経ずに、事
前に高さ規制を設定した事例も次第に出始
めている（たとえば新潟市西大畑地区など）。
しかし総じてそれが「理想の都市像」という
形で統合された上で規制が設定された形跡
は認められなかった。

（４）特定の集団からみる理想の都市像
（３）で調査した内容は、多くの一般市民

が、日常的にやや漠然とした形で認識する都
市像についての研究といえ、いわゆる「理想
の都市像」の標準的な姿を調査したことにな
る。それは極めて個別的で、また問題が生じ
ない限りは意識されないなど、理想の都市像

として認定してよいかすら難しいという結
果となった。

そこで、理想の都市像について一般市民よ
りも強く意識する機会が多く、かつ特定の地
域性の影響が小さい集団を対象として、景観
や都市像の影響を抜き出して追加的な調査
を行うこととした。

その対象として、アーティスト・クリエー
ターに注目した。近年、様々なアート活動を
行っているアーティストやクリエイターが、
創造産業（具体的には、音楽、舞台芸術、映
像、映画、デザイナー・ファッション、デザ
イン、クラフト、美術品・アンティーク市場、
建築、テレビ・ラジオ、出版、広告、ゲーム
ソフトおよびコンピューターソフトウエア
関連の各産業）や都市・地域再生の担い手と
して注目されている。リチャード・フロリダ
は、創造的な仕事をする職種(クリエイティ
ブ・クラス)に着目し、彼等が集積する都市
や好む空間の特徴を分析している（井口典夫
訳(2008)『クリエイティブ資本論』）。ここで
はアーティスト・クリエーターの選好につい
て、景観・都市像に関連するものを抜き出し、
賃料や利便性など他の要素と比較しながら
理想の都市像について、関西地区へのヒヤリ
ング調査とアンケート調査をもとに考察し
た。

その結果、アーティスト・クリエーターの
中でも、「既婚・子どもあり」「すでに生計を
立てている」「40 代」「50 代」の多くが、「都
市・地域の雰囲気が個性的である」という条
件を挙げた。アート活動での生計の確保によ
る生活の安定が、経済的な理由に加えて、ア
ート活動のための感性に影響する、景観・都
市像に関連した要素を選択できることにつ
ながっていることがわかった。

ただし彼らが望む景観・都市像について、
アンケートの自由記述を見ると、極めて多種
多様であることがわかった。

例えば、「すでに生計を立てている」「映像」
の活動を行っている「50 代」は、「海が見え
て山の生活が出来る所」を居住地の条件に挙
げ、神戸市に居住していた。また、「すでに
生計を立てている」「プロダクト」、「立体」、
「クラフト」、「グラフィック」、「空間」の活
動を行っている「50 代」は、居住地を決める
条件に、「町の景観」を挙げて、神戸市に居
住していた。他方、「空間」「パフォーマー」、
「舞台」の活動を行っている「生計を立てる
ことを目指している」「30 代」は、「都市地域
の雰囲気が個性的である」を選択し、自由記
述に「文化的な歴史がある」ことを挙げ、大
阪市内に居住していた。

こうしたことから、理想の都市像について
一般市民よりも強く意識する機会が多く、か
つ特定の地域の性質の影響が小さいと考え
られる対象について調査してみても、「理想



の都市像」としての共通性は見出せず、多様
で個人差が大きく、現代日本という枠組みで
の論理的な提示は難しいことが分かった。。

（５）理想の都市像の多様性と景観保全
結論として、理想の都市像は、現代日本と

いうレベルでの共通性を様々な側面から見
出すことが難しく、地区はもちろん、年齢・
職業などの属性によっても多種多様であり、
一般化はできないことがわかった。

このことから、日本全体の法律で景観・都
市像というものを外形的に規定し正当性を
与えることも難しいといわざるを得ない。

本研究では、以下の例のように仮の都市像
を示したが、これらをもって現代日本の共通
の理想というのは難しく、地区によって大き
く異なっていくことが予想される。図①のよ
うに、建物の高さも揃わず、高層マンション
も見られ、電柱も飛び出しているような街並
みでも、理想の都市像であるとされる可能性
がある。

他方、図②・図③のように、近・現代の都
市計画で「理想」とされてきているような街
並みでも「現代日本の理想の都市像」と捉え
られるかは、地区の判断次第であり、また時
期によっても判断は異なってくる。

都市計画・景観制度は、こうした理想の都
市像の不安定性を踏まえた上で制度設計し
ていく必要があると思われる。地元の歴史・
文化、地域の個性、また地域住民の意向とい
った、ローカルな要素が極めて重要となる。

このことは、国法やそれに基づく判例をも
とにした景観・都市像の議論は限定的に行わ
れる必要があるという結論を導きだすこと
になる。都市像についての論争が起こった場
合、その具体的な姿についてはもっぱらロー
カルな議論を踏まえて確定されるべきであ
り、それを担保するものとして、基礎自治体
単位であれば条例、要綱、それよりさらに小
さい地区であれば建築協定、地区計画といっ
た地域独自のルールが、地域住民の意向を踏
まえてローカルで局所的な都市像を保全す
るようなものになる必要がある。もちろんそ
うしたローカルなルールを裏打ちするもの
としての国法の役割は小さくない。また特に
大都市の場合は、全体としての都市機能や密
度を保つためのマスタープランの役割も重
要となり、理想の都市像の希求は両者の総合
的な判断にゆだねられることになる。

図①
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図③
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